別表（第３条関係）
	事業種類
	補助対象経費

	１　福祉事業
	高齢者、子ども、障害者等を対象にした福祉事業
	報償費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、賄材料費、保険料、その他必要な経費として認めるもの

	２　環境整備事業
	地域内の美化清掃、緑化推進、環境整備を行う事業
	賃金、消耗品費、燃料費、印刷製本費、保険料、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、その他必要な経費として認めるもの

	３　交流事業
	会員世帯及び地域内世帯を対象にした交流事業
	報償費、消耗品費、食糧費、燃料費、印刷製本費、賄材料費、保険料、使用料及び賃借料、原材料費、その他必要な経費として認めるもの

	４　その他の事業
	その他村長が地域コミュニティの活性化に資する事業として認めるもの
	事業に必要な経費として認めるもの


備考
1． 食糧費は、事業参加者の弁当や茶菓など必要最低限のものとし、賄材料費は事業に伴うものに限る。
別表（第４条関係）
	世　帯　数
	補　助　金　額

	２０世帯未満
	２,０００円

	２０ ～ ４０世帯未満
	４,０００円

	４０ ～ ６０世帯未満
	６,０００円

	６０ ～ ８０世帯未満
	８,０００円

	８０ ～ １００世帯未満
	１０,０００円

	１００ ～ １２０世帯未満
	１２,０００円


＊以降は、上記同様に２,０００円を加算していく。
